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毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（昇格 場合 給料月額）

第 条 略

～ 略

降格 職員 、当該降格後 給料月額 当該

降格 日 前日 受 給料月額 同 額 給料

月額又 直近下位 給料月額 決定 職員

対 当該降格後 最初 昇格 係 第 項又 第

項 規定 適用 、第 項第 号中「昇格

日 前日 受 号給 同 額 号給（同 額

号給 、当該号給 直近上位 額 号給。

以下 条 「対応号給」 。） 号給

上位 号給」並 同項第 号及 第 号中「対応号

給 号給上位 号給」 「対応号給」（当

（昇格 場合 給料月額）

第 条 略

～ 略
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◇ 職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則 一部 改正 規則（ ）（給与課）……

職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則 一部 改正 規則

職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中条及 項 表示 下線 引 条及 項（以下「削除条項」 。） 削 、同表

改正後 欄中項 表示 下線 引 項（以下「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（削除条項 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（追加項 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改

正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。
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該降格後 給料月額 調整号給表 定 号給 下

位 号給 決定 職員 調整号給表 定 号給

以上 給料月額 昇格 場合 、「対応

号給 号給上位 号給」） 、当該降格後

給料月額 調整号給表 定 号給以上 給料月額

決定 場合 限 、第 項第 号及 第 号中

「対応号給 号給上位 号給」 「対応号

給」 。

降格 職員 次 各号 掲 職員 対

当該降格後 最初 昇格 係 第 項又 第 項 規

定 適用 、当該各号 定 。

（ ） 降格後 給料月額 当該降格 日 前日 受

給料月額 同 額 給料月額（同 額 給料

月額 、当該受 給料月額 直近

下位 額 給料月額。次号 同 。） 決定

職員及 当該降格後 給料月額 昇格

場合 当該昇格後 給料月額 考慮

準 人事委員会 認 職員（第

号 掲 職員 除 ） 第 項第 号中「対応

号給」 。） 号給上位 号給」

当該降格後 給料月額 調整号給表 定 号給

下位 号給 決定 職員 調整号給表 定

号給以上 給料月額 昇格 場合（以下「特

定昇格」 。）以外 場合 「対応号

給」 。）」 、同項第 号及 第 号中「対応

号給 号給上位 号給」 「対応号給」

（特定昇格 、「対応号給 号給上位

号給」） 、当該降格後 給料月額 調整

号給表 定 号給以上 給料月額 決定 場

合 限 、第 項第 号及 第 号中「対応号給

号給上位 号給」 「対応号給」 。

（ ） 降格後 給料月額 当該降格 日 前日 受

給料月額 同 額 給料月額 直近下位 給

料月額 決定 職員及 当該降格後 給料月額

昇格 場合 当該昇格後 給料月額

考慮 準 人事委員会 認

職員（前号又 次号 掲 職員 除 。）

当該降格後 給料月額 調整号給表 定 号給以

上 給料月額 決定 場合 限 、第 項第

号及 第 号中「対応号給 号給上位 号給」

、「対応号給 号給上位 号給」 。

（ ） 級以上下位 職務 級 降格 職員 第

項第 号中「昇格 日 前日 受 号給

同 額 号給（同 額 号給 、当該号

給 直近上位 額 号給。以下 条 「対

応号給」 。） 号給上位 号給」 、

同項第 号及 第 号中「対応号給 号給上位

号給」 、並 第 項第 号及 第 号中

「対応号給 号給上位 号給」 「人事
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委員会 定 得 号給」 、第

項第 号中「対応号給」 「昇格 日

前日 受 号給 同 額 号給（同 額

号給 、当該号給 直近上位 額 号給）」

。

略

第 条 削除

（昇給 延伸 職員 年齢）

第 条 給与条例第 条第 項 人事委員会規則

定 年齢 、 歳 。

（昇給 職員 年齢）

第 条 給与条例第 条第 項 人事委員会規則

定 年齢 、 歳 。

第 条 職員 、次 各号 該当

対 、前条 規定 適用 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 前条 規定 昇給直後 給料月額又

相当 給料月額 受 職員（第 条

規定 年齢 超 職員 人事委員会 定

及 人事委員会 承認 者 除 。）

（ ） 略

（特別昇給後 次期昇給）

第 条 第 条又 第 条 規定 昇給（以下

条 「特別昇給」 。） 職員

（第 条 規定 年齢 超 職員 除 。次

項 同 。） 、当該特別昇給後 最

初 昇給 係 昇給期間 当該特別昇給 直前 給料

月額 受 期間 超 期間 範囲内 短縮

、前条第 項 定 昇給 時期 直近上位 給

料月額 昇給 。

略

（期間 通算）

第 条 職員 給料月額 第 条 、第 条、第 条、

第 条、第 条、第 条 、第 条 第 項

第 項 、第 条 第 項若 第 項、第

条又 第 条 規定 決定 場合

最初 昇給 昇給期間 、次 定 期間

通算 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 第 条 第 項第 号又 第 項第 号 規

定 昇格後 給料月額 決定 場合 、

者 昇格 日 前日 給料月額 同条第

項第 号若 第 号又 第 項第 号若

略

第 条 職員 、次 各号 該当

対 、前条 規定 適用 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 前条 規定 昇給直後 給料月額又

相当 給料月額 受 職員（ 歳 超

職員 人事委員会 定 及 人事委員会

承認 者 除 。）

（ ） 略

（特別昇給後 次期昇給）

第 条 第 条又 第 条 規定 昇給（以下

条 「特別昇給」 。） 職員

（ 歳 超 職員 除 。次項 同 。）

、当該特別昇給後 最初 昇給 係 昇給期

間 当該特別昇給 直前 給料月額 受 期間

超 期間 範囲内 短縮 、前条第 項 定

昇給 時期 直近上位 給料月額 昇給

。

略

（期間 通算）

第 条 職員 給料月額 第 条 、第 条、第 条、

第 条、第 条、第 条 、第 条 第 項

第 項 、第 条 第 項若 第 項、第

条又 第 条 規定 決定 場合

最初 昇給 昇給期間 、次 定 期間

通算 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 第 条 第 項第 号又 第 項第 号 規

定 昇格後 給料月額 決定 場合 、

者 昇格 日 前日 給料月額 同条第

項第 号若 第 号又 第 項第 号若
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は の により の に

されることとなる が ある の

に されることとなる が

ある を く の の であるときは

した の における を けていた が
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第 号 規定 当該昇給後 給料月額 決定

号給 場合（当該昇格後

給料月額 決定 給料月額 以上

場合 除 。） 下位 号給 、昇

格 日 前日 号給 受 期間

月（給与条例第 条第 項 規定 昇給期間

月 職員 、 月） 超

場合 限 、 月

（ ）～（ ） 略

第 号 規定 当該昇給後 給料月額 決定

号給 場合（当該昇格後

給料月額 決定 給料月額 以上

場合 除 。） 下位 号給 、昇

格 日 前日 号給 受 期間

月 超 場合 限 、 月

（ ）～（ ） 略
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発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

（施行期日）

規則 、公布 日 施行 。

（経過措置）

職員 給与 関 条例 一部 改正 条例（平成 年鳥取県条例第 号。以下「改正条例」 。）

附則第 項（改正条例附則第 項 規定 例 場合 含 。） 規定 昇

給 従前 例 職員 係 改正後 職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関

規則（以下「新規則」 。）第 条第 号、第 条 第 項及 第 条第 号 規定 適用 、

従前 例 。

改正条例附則第 項本文（改正条例附則第 項 規定 例 場合 含 。） 規

定 昇給 職員 係 新規則第 条第 号及 第 条 第 項 規定

適用 、 規定中「 歳 超 職員」 、「職員 給与 関 条例 一部 改正

条例（平成 年鳥取県条例第 号）附則第 項本文（同条例附則第 項 規定 例

場合 含 。） 規定 昇給 職員」 。

（改正条例附則第 項 書 人事委員会規則 定 職員）

改正条例附則第 項 書 人事委員会規則 定 職員 、同項本文 規定 異動 後 給料月額

新規則第 条第 項、第 条 第 項又 第 条第 項 規定 決定 際 計算 過程 改正

条例附則第 項本文 規定 昇給 他人事委員会 定 職員 。

（改正条例附則第 項 人事委員会規則 定 職員）

改正条例附則第 項 改正条例附則第 項 定 職員 権衡上必要 認 職員 人事

委員会規則 定 、職員 給与 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号）第 条 第 項 規定

国家公務員等 引 続 給料表 適用 受 職員 者（以下「旧国家公務員等」 。）

、改正条例附則第 項 規定 基準日（以下「基準日」 。） 歳 超 歳 超

。

改正条例附則第 項 改正条例附則第 項本文 定 職員 権衡上必要 認 職員

人事委員会規則 定 、旧国家公務員等 、基準日 歳 超 歳 超

。
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については これらの を える とあるのは の に する の を

する の によりその によることと

される を む の による をした とする

ただし の で める

ただし の で める は に する の の を

の は の により する の の において

の による をしたこととされたものその の める とする

の で める

の に める との があると められる として

で めるものは の に する の に

する から き き の を ける となった という の

うち に する という において を え を えてい

ないものとする

の に める との があると められる として

で めるものは のうち において を え を えていないもの

とする

14 45

13 11 19 21

13 11 19

55

14 45

22

26

53 58

50 53


